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【検討組織】

浜田市立地適正化計画策定委員会

〔都市再生特別措置法〕 第81条第22項
市町村は、立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、
公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会の意見を聴
かなければならない。
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